
日
日

1

2

 

四

月

十

八

日

は

肱

川

町

議

会

議

員

の

投

票

日

で

す

。

必

ら

ず

投

票

し

ま

し

よ

。

ろノ

;
]
、
町
税
条
件
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
。
~

~
町
民
税
の
申
告
期
日
「
三
月
二
十
[

~
日
」
を
ロ
月
十
五
日
」
と
す
る
。
[
'

~
八
、
国
保
条
例
の
一
部
改
正

~
育
児
手
当
二

0
0
円
を
一
―1
0
0円
~

[
 

]
と
す
る
。

：

九

、

製

業

共

済

条

例

の

全

部

改

正

-

~
詳
細
は
本
年
一
月
号
よ
り
三
月
号

i

~
迄
の
「
肱
川
」
に
登
載
済

:
+
、
鹿
野
川
地
区
水
道
事
業
使
用
料
~

-
例
の
一
部
改
正
。

三
月
定
例
町
議
会
は
、
三
月
二
十
日
い
一
般
職
員
の
給
与
は
国
家
公
務
員
~
水
追
料
金
の
改
訂

招
集
、
二
十
一
日
よ
り
二
日
間
委
員
会
~
に
準
じ
て
平
均
七
こ
一
％
引
上
げ
：
十
一
、
給
食
セ
ン
ク
ー
使
用
料
条
例
の
~

を
開
い
て
審
議
を
終
り
二
十
四
日
本
会
ぶ
嗅
昭
和
四
十
一
年
度
一
般
、
特
別
会
[
―
部
改
正
に
つ
い
て

議
を
開
い
て
、
左
記
の
案
件
を
原
案
の
~
街
補
正
予
算
[
給
食
の
内
容
の
改
善
を
は
か
り
料
~

通

り

可

決

閉

会

し

た

。

ニ

ュ

、

町

議

会

議

員

の

報

酬

等

に

関

す

る

i

金
の
値
上
を
行
な
う
。

肱
川
町
森
林
組
合
青
年
部
牙
四
回
総

記
（
主
な
も
の
）
~
条
例
の
一
部
改
正
~
中
学
生
一
月
六

0
0
円

}
l
t
J

会
を
役
場
階
上
会
議
室
に
於
い
て
三
月

一
、
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
の
選
任
[
町
議
会
試
員
の
報
酬
を
次

O
よ

う

小

学

校

”

五

O
O円

i

卜
6

二
十
九
日
十
時
よ
り
開
催
、
昭
和
四
十

に
つ
い
て
~
に
改
め
る
。
：
十
二
、
町
職
員
の
退
職
手
当
の
特
例
匠
~
ゞ
）

t
 

]

業

一

年

度

事

業

報

告

及

び

四

十

二

年

度

事

i

議
長
―
二
、

0
0
0円
~
関
す
る
条
例
．

和
気
末
滴
氏
再
選

五

〇

〇

円

丁

丁

三

、

昭

和

四

十

二

年

度

一

般

会

計

予

[

'

業

計

画

書

を

そ

れ

ぞ

れ

原

案

通

り

決

定

副

議

長

九

、

二
、
特
別
職
の
給
与
条
例
の
一
部
改
正
~

し
、
任
期
満
了
に
伴
う
役
員
改
選
を
行

に
つ
い
て
~
議
員
八
、
五

0
0
円
．
算

な
い
、
香
川
糾
合
長
に
よ
る
林
業
構
造

特
別
職
の
給
料
を
次
の
よ
う
に
改
ニ
ハ
、
教
育
委
員
会
及
び
裟
業
委
員
の
報
．
総
額
八
六
六

0
万
円

口
改
善
事
業
と
肱
川
林
業
に
つ
い
て
の
講

・
同
年
度
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
~

め
る

0

j

酬

等

の

一

部

改

正

に

つ

い

て

．

冨
と
肱
川
林
業
に
つ
い
て
の
パ
ネ
ル
討

町
長
八

0
、

0
0
0
円
~
教
育
委
員
長
四

0
、
〇
〇
〇
円

i

予
算
三
ニ
ニ
五
万
七
千
円
~

冨
を
行
な
っ
た
。

助
役
六
五
、

0
0
0
円
~
教
育
委
員
三

0
、

0
0
0
円
~
同
年
腹
農
業
共
済
事
業
特
別
会
計
~

~
助
言
者
香
川
亀
久
次
郎

八
三
八
万
七
千
円

i

収
入
役
六

0
、

0
0
0
円
~
殷
業
委
員
長
一
八
、

0
0
0
円
．
予
算

~
講
師
匠
大
訓
林
業
課
の
和
田
係
長
、

-
同
年
度
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
~
町
民
の
生
活
に
密
接
し
た
行
政
を
逐

i

軽
自
動
車
税

三
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
．
~
同
代
理
一
五
、

0
0
0
円
．

三
一
好
技
師
、
石
本
主
査
‘
山
中
技
師

部
改
正
に
つ
い
て
~
農
業
委
員
一
四
、

0
0
0
円
~
予
算
一
六
二
万
円
こ
行
す
る
た
め
、
地
方
団
体
の
経
質
は
町
]
五
月
国
民
保
険
税
一
期

~
先
進
林
業
地
の
ス
ラ
イ
ド
等
の
映
写

．

六

月

町

県

民

税

一

期

i
iー
ー
1
1
I
l
i
I
I
I
I
I
I
I
I

ー
，I
I
I
I
I
I
I
I
Iー
1
1
1
9
1
!
I
I
i
l
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
9
~

同
年
度
給
食
セ
ン
ク
ー
特
別
会
計
云
民
が
ひ
ろ
く
負
担
の
分
任
に
よ
り
、
そ
~

：
を
し
部
員
の
研
修
の
種
と
し
た
。

七

月

固

定

資

産

税

二

期

i
予
算
•
一
―
―
六
万
七
千
円
；
れ
ぞ
れ
の
能
力
に
応
じ
て
、
税
を
納
付
~

目
二
十
四
、
陳
情
二
件
;
さ
れ
る
こ
と
忙
よ
っ
て
、
行
政
の
基
本
]
八
月
国
民
保
険
税
二
期
~
新
役
員

‘,’ 

部

長

今

詢

安

盛

砂
な
原
則
が
成
り
立
つ
の
で
す
。
~
九
月
町
県
民
税
二
期

日

会

~
町
民
の
方
々
の
格
別
な
る
御
協
力
に
~
十
月
国
民
保
険
税
三
期
~
副
部
長
三
好
一
男

ー

識協

会

）

．

（

―

支

部

長

中

央

ー

沖

野

常

一

、

：
よ
り
現
在
ま
で
非
常
忙
良
い
成
績
を
挙
~
十
一
月
町
県
民
税
三
期

売

）

式

）

励

林

）

会

式

集

式

会

~
固
民
保
険
税
四
期
：
予
子
林
ー
山
中
美
茂
、
岩
谷
ー
高
橋
政

五
ヮ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

販

央

業

谷

激

子

谷

習

初

招

業

総

産

中

卒

大

者

予

岩

会

諧

会

出

会

会

会

終

式

会

部

[

生
（
校
（
卒
（
（
長
諮
旦
会
校
了
員
年
~
~
こ
こ
に
深
く
感
謝
を
申
し
上
け
ま
す
[
+
二
月
固
定
資
産
税
/
三
期
~
雄
、
宇
和
川
ー
沖
浦
賢
嗣
、
大
谷
ー
沖

・

一

月

町

県

民

税

四

期

i

野
常
一

エ
と
共
忙
今
年
の
税
年
侭
つ
き
ま
し
て
も
~

茸
会
分
会
中
会
会
会
鱈
瓢
”
員
町
委
長
会
会
る
学
終
委
青
~

椎
明
川
明
庭
朋
明
員
理
連
営
消
会
委
回
設
落
員
員
終
小
学
理
合
診
~

国

民

保

険

税

五

期

町
説
肱
説
家
説
読
委
管
プ
運
町
大
会

8

建
部
委
委
会
各
大
管
組
検
~
二
何
卒
宜
敷
く
お
願
い
し
ま
す
。＂な

お
、
計
画
的
納
税
を
戴
き
ま
す
た
｝
二
月
固
定
資
産
税
四
期
~

1
1

講
高
講
子
購
講
生
挙
ン
保
川
技
議
4

業
例
務
教
議
内
年
挙
林
児
~

肱
林
大
林
母
林
林
民
選
ダ
国
肱
球
町
オ
産
定
総
文
町
町
肯
選
森
乳
~

[
め
各
町
税
の
納
期
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
~
木
材
引
取
税
及
び
鞘
自
動
車
異
動
分
~

已
ぷ
税
金
は
、
課
税
発
生
時
に
お
い
て
申
~

日
日
日
日
日
日
・
い

1
1
1
1
n
 

456790~ 
2
2
2
2
2
3
~
~

固
定
資
産
税
年

E
納
税
す
る
の
で
す
。

i

日
日

3

4

 
日
日

6

7

 

日
日
日
日
日
日
日
日

8
0
2
6
0
1
2
3
 

1
1
1
2
2
2
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広
包冒

四

十

二

年

度

予

算

な

ど

可

決

町
議
会
終
る

発行
肱川町

｛ 
1 6 

2 8 

編集

総務課

19 6 7. 4. 2 0 

TEL 

四
月

一
期

四

十

二

年

度

分

の

お知らせ

長寸 すぎ ひのき まつ そ の 他

7 C7fl下 8 3 8 5 ザッパルプ

4 m 8 //上 6 3 6 5 1.5 m _, 2.1 m 

＼ 1 2” 5 8 7 9 末口 6C1//上

4.2 ID l 6 11 6 0 8 0 3 8 

3 0 11 6 3 8 6 4 6 マッパルプ

3.0 m 7 下 4 6 4 6 1.5m ~2.lm 

8 上 4 6 5 l 末口 6cm上
＼ 

l 3 11 6 2 8 9 

3.2 m l 6 11 5 6 7 9 3 2 マツ箱材

2.0 m 7 下 3 1 3 3 2. l m 

8 上 2 4 24 末口 l4⑱上
＼ 1 6 If 3 0 3 5 

2..l m 3 0 // 4 0 4 0 

1. O II1 ・1 2上 2 0 2 0 

6.0 m l 3上 6 0 l O 0 

足場 lmにつき 5 5 ~ 9 5 

本表は肱川町内の自動車土場の価格です。（オ

当り｀）故に連賃や市場手数料など差引いたもの

です。

乾しいたけ

相場表

四

月

i
 

十

八

日

は

肱

川

町

議

会

議

員

選

挙

の

投

票

日

で

す

。

肱川土場木材相場表

県森連椎茸共同販売所

忙於ける相場

1．入札の月日

S 4 2. 4. 1 0 

2価格

高値香信 2,420

どんこ 2,49 0 

平均 2,000 

安値 1.5 l 0 

参加商社 3 0社

856点.c 16. oooKr;) 

概況
春子も予想した程の発
生を見ず、前回市より
2 0 0円高，今后の生
産で相当は左右するが
横はい又はじり高の気
配である。 ＇・

.................................. 

二 i;・' ー 付彰税

納‘位‘報すと奨な
の納ッ納償る納励お

納場期 期金こ税規‘
人合限納内 と組定町
税＾後入に に合に税
額組督税完 なによの
の合促額納 っ対り納
百単状のの てし‘付
分位発百場 いて完に
のツ付分合 ま報納つ
二 以のへ す償組い
“ 前四組 °金合て
五に合＊をのは

完単 交表納

町

税

納

期

等

必

ら

ず

投

票

--べ，
Y 

に

参

加

し

ま

し へ、↓

よ

う

。

昴
飩
累

に
終
る



作身質 一
用体が ーロ医学 春番春
すのあ に多め
る内り
と部‘ー春先のしっしん

どくい

おかそ L_ 7うし誓；
こられ て病ま
る 刺 侭 匿気す
と 激外起 まけい体湿ととか疹 が と
考が界こアせるち質疹は匠不が濯‘
え あ か しレんこがのは間か明出疹赤
らるらや）レ°といた滲違くで来でち
れ て 注 ナギ はにめ出は多すやすゃ
まいたい） で片の性ないがす°ん
すどは体を きずと体くこ‘い 竹-

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・. ・・・・・・・・・・・・・ 

れする しすこり なを侭使 防 たの
てぐノ湿 て こ れ ま 牛 い 早 ハ わ た 方えで
ヽ匠ウ疹かと制す乳こめダなと法 な ‘ 

気よ力はらも限がやとる着いえでい内
長くシ体にあす‘卵でこをこばすよ外
匠なン質しりる親がすとかと顔゜うか
ならな的ままとの原°‘え‘や 侭ら
おなどなしす‘判因 消て汗頭 すな
すいをポょか栄断と 化やを侭 るる
ここなの うら養だな 不るかは のベ
と と お で°医障ける 良こいセ が 〈
でをす 感 師 害 で こ 侭 と た ッ 大刺
す頭よ 染匠を‘と な‘らケ 切激

0 ~℃うで相お、あが ら離 ま ン なを
人侭な 談これあせ乳めを 予あ

i

の
は
、
な
ん
と
し
て
も
防
が
ね
ば
な
り

；
ま
せ
ん
。

~
そ
の
た
め
忙
水
、
み
ん
な
が
協
力
し

]
て
、
交
通
事
故
か
ら
子
ど
令
を
守
り
主

し
ょ
う
。

レ

ン

ト

ゲ

ン

検

診

ロ
ロ
ロ
ニ
は
[
[
国
〗
[
[
[
[
〗
〗
喜
〗
口

[
O
/

〗
〗
〗
□

反
予
防
注
射
」
（
第
一
回
目
）
と
一
し

ふ

だ

ん

は

用

心

し

て

い

る

人

で

も

行

ー

交

通

事

故

か

ら

~
ょ
に
行
な
い
ま
す
の
で
、
一
度
に
両
方

子
供
を
守
ろ
う
~
旧
金
瑞
勲
章
年
金
済
せ
る
よ
り
万
障
繰
り
合
せ
て
受
け
て

楽
地
ヘ
ド
ラ
イ
プ
す
る
よ
う
な
と
き
は
~

無
理
な
運
転
を
し
が
ち
で
、
思
わ
ぬ
人

i

[

受

給

者

に

[

下

さ

汀

身
事
故
を
ひ
き
起
こ
す
こ
と
匠
な
り
か
~

ね

ま

せ

ん

。

都

会

は

も

ち

ろ

ん

、

農

山

漁

村

で

悲

一

時

金

を

支

給

・

記

日

程

"
-
、
旧
勲
章
年
金
受
給
者
に
関
す
る
特
~
レ
ン
ト
ゲ
ン
検
診

そ
こ
で
、
行
楽
期
の
交
通
事
故
を
防
□

ふ
は
や
安
全
地
帯
が
な
く
な
っ
た
と
い

ぐ
た
め
、
と
く
に
次
の
点
匠
注
意
し
て
ー
わ
れ
る
匠
ど
、
交
通
事
故
に
よ
る
犠
牲
別
措
置
法
の
施
行
匹
よ
り
次
の
各
号
の
[
腸
バ
ラ
チ
フ
ス
予
防
注
射

く

だ

さ

い

。

こ

者

が

ふ

え

て

姦

り

注

す

。

い

ず

れ

忙

ぶ

該

当

す

る

者

匠

一

時

金

十

"
5
月
8
日
、
午
后
1
時
ー
3
時
、
正
山

ふ
学
校
。

↑J

く
に
、
子
ど
水
の
交
通
事
故
は
毎

F

万
円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

日
出
発
前
に
は
、
車
の
点
検
を
必
ず
[

時
、
宇
蜘

m
~
日
清
戦
争
か
ら
満
州
事
変
ま
で
の
五
5

月

9

日
、
午
后
1

時
ー
3

行

な

う

。

」

年

ふ

え

る

ば

か

り

で

す

。

口
車
を
運
転
す
る
と
き
は
、
心
身
と
・
今
月
か
ら
新
入
学
（
園
）
児
の
通
学
武
功
忙
よ
り
金
鶏
勲
章
を
授
与
さ
れ

m“未
会
所
。

．
た
こ
と
匠
よ
り
、
昭
和
二
十
年
末
ま

5
月
10
日
、
午
后
1
時
ー

3
時
、
大
谷

糸
匹
異
常
の
な
い
こ
と
。

i

（
園
）
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
9

か
わ
い
．

：
ら
し
い
一
年
生
や
圏
児
が
交
通
事
故
で
[
で
金
鵠
勲
章
年
金
を
支
給
さ
れ
て
い
エ
工
芸
似
o

曰

乗

車

定

員

は

必

ず

守

る

こ

と

．

四
飲
酒
運
転
は
ぜ
っ
た
い
に
し
な
い
。
；
け
が
を
し
た
り
、
命
を
失
っ
た
り
す
る
＂
た
者
（
支
那
事
変
以
後
の
武
功
に
よ
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。
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~
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国
籍
を
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す
る
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。
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月

1
3
日
、
午
前
1
0時
半
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時
半
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い
昭
和
二
十
一
年
以
降
昭
和
三
十
八
印
』
居
谷
公
民
館
。

~
年
・
一1一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
匠
三
年
~
尚
、
予
子
林
、
中
津
地
区
は
未
定
で

~
を
こ
え
る
徴
役
小
し
く
は
禁
錮
以
上
ら
り
ま
す
の
で
後
よ
り
よ
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ら
せ
し
ま

~
の
刑
侭
処
せ
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
者
。
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三
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一
時
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の
請
求
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、
住
所
地
の
市
~

~
町
村
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を
経
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し
て
内
閣
総
理
大
臣
~

~
匠
対
し
て
行
な
う
こ
と
と
な
っ
て
い
~

：せ

~
，
ま
す
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~
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年
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証
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功
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印
一

・
年」お

~
鑑
を
持
参
し
、
住
民
課
に
お
申
出
下
~

さ
い
。

五
一
、
第
一
項
の
規
定
侭
該
当
す
る
者
が

i

~
一
時
金
を
請
求
し
な
い
で
死
亡
し
た
~

行
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大別簡易裁判所

時
は
、
そ
の
者
の
相
続
人
が
本
人
の
名
ぃ

る
で
一
時
金
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
~

ふ
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